




愛
知
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月

日

愛
知
県
教
育
委
員
会
教
育
長

長
谷
川

洋

愛
知
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

愛
知
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

愛
知
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
九
年
愛
知
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
愛
知
県
立
安
城
特
別
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

愛
知
県
立
に
し
お
特
別
支
援
学

校

知
的
障
害

小
学
部

六
年

中
学
部

三
年

高
等
部

普
通
科

三
年

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者

肢
体
不
自

由

小
学
部

六
年

中
学
部

三
年

高
等
部

普
通
科

三
年

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者

別
表
愛
知
県
立
小
牧
特
別
支
援
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

愛
知
県
立
小
牧
特
別
支
援
学
校

肢
体
不
自

由

小
学
部

六
年

中
学
部

三
年

高
等
部

普
通
科

三
年

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
愛
知
県
立
安
城
特
別
支
援
学
校
の
項
の

次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




